
北本市公共下水道事業経営戦略（改定版）（案） 

  

                          

１ 目的 

  下水道事業を安定的に継続できるよう、中長期的な視点に立った経営を行うため

に、「北本市公共下水道事業経営戦略」を平成２９年度に策定し、令和４年２月には

１度改定を行ったが、昨今の物価上昇等の社会経済情勢の変化を踏まえて、将来予

測等の見直しを行うとともに、収支構造の更なる適正化に向けて、本経営戦略を改

定するもの。 
 
２ 概要 

本市の下水道は、流域下水道に接続する公共下水道であり、昭和４９年度から建設

事業を開始し、供用開始から４４年経過している。今後は、保有する施設の老朽化に

よる維持管理や更新事業に多額の費用が必要になること、また、人口減少に伴う有収

水量の減少による下水道使用料収入の減少が見込まれ、下水道事業の経営に大きな影

響があると予想されることから、計画的かつ合理的な経営を行うための取組と投資・

財政計画を定めるもの。 
 

３ 改定のポイント 

⑴ 将来予測と一般会計繰入金の見直し 

  ・将来の事業費は、直近の事業計画に基づき見直すとともに、物価上昇率政府目

標値の２％上昇を踏まえて算出（経営戦略 p.36 参照） 

・将来の水洗化人口（下水道を実際に使用する人口）については、第六次北本市

総合振興計画前期基本計画（計画期間を令和８年度から令和１２年度までとし

た北本市における最上位の計画）の人口推計値をもとに算出（経営戦略 p.34 参

照） 

・一般会計繰入金の見直し（経営戦略 p.29～30 参照） 

令和９年度以降の繰入金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 R9 R10 R11 R12

(A) R7見直し戦略値 361,769 348,628 390,487 403,573
(B)前回R3見直し戦略値 386,982 395,433 400,185 404,083
圧縮幅(A)-(B) ▲ 25,213 ▲ 46,805 ▲ 9,698 ▲ 510

（裏面へ） 
 

資料３ 



⑵ 経費回収率の向上に向けたロードマップの掲載等（経営戦略 p.26 参照） 

・国土交通省通知により、「経費回収率の向上に向けたロードマップ」を、経営戦

略に記載することが求められているため、経費回収率の目標値を掲載。 

 

 

 

 

 

・令和７年度以降、以下の内容を満たす経営戦略であることが、社会資本整備総合

交付金の交付要件となる。今回の改定後の経営戦略は、すべて要件を満たす。 

①経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限が記載されているか 

 →経営戦略 p.26 参照 

②経費回収率向上に向け、収入増加のための具体的取組及び実施時期が記載され

ているか→経営戦略 p.26、37 参照 

③経費回収率向上に向け、支出削減のための具体的取組及び実施時期が記載され

ているか→経営戦略 p.36 参照 

④収支構造の更なる適正化に向けて、少なくとも５年に１度の頻度で、定期的に

検証・見直しを行う旨が記載されているか→経営戦略 p.39 参照 

 

⑶ 下水道使用料改定による財源試算 

・「経費回収率の向上に向けたロードマップ」に基づき、使用料を改定すると仮定

した場合、使用料収入がどれだけ増加するかの財源試算を行った。 

・１か月２０㎥ 使用した場合の使用料（税込） 現状：2,288 円 

 【概算値】令和１１年度改定：3,089 円  令和１６年度改定：3,702 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の改定スケジュール 

 ⑴ 令和８年１月７日（水）～２月６日（金）：パブリック・コメント 

⑵ 令和８年２月：経営戦略改定 

⑶ 令和８年３月：北本市議会全員協議会にて報告 

(単位：千円)

区　分 中間年度目標値 最終年度目標値

年　度 令和11年度 令和16年度

経費回収率 90% 100%

改定前使用料 533,569 504,608

改定後使用料 720,474 816,678

改定による増加分 186,905 312,070

区　分 年　度 経費回収率

現状値 令和６年度 75.15％

中間年度目標値 令和１１年度 90％

最終年度目標値 令和１６年度 100％
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第１章 はじめに 

 

１．計画策定及び改定の目的 

  下水道は、汚水の処理による生活環境の改善及び公共用水域の保全、雨水の排除による浸

水の防除という機能を果たすものです。 

  本市の下水道は、流域下水道に接続する公共下水道であり、昭和４９年度から建設事業を

開始し、供用開始から４４年経過しています。今後は、保有する施設の老朽化による維持管

理や更新事業に多額の費用が必要になること、また、人口減少に伴う有収水量の減少による

下水道使用料収入の減少が見込まれ、下水道事業の経営に大きな影響があると予想されるこ

とから、計画的かつ合理的な経営を行い、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り

組む必要があります。 

このことから、事業、サービスの提供を安定的に継続できるよう、中長期的な視点に立っ

た経営を行うために、より実効性のある「北本市公共下水道事業経営戦略」を平成２９年度

に策定し、令和４年２月に改定を行った際には経費回収率1の向上に向けたロードマップ等

を示したところですが、昨今の物価上昇等の社会経済情勢の変化を踏まえて、将来予測等の

見直しを行うとともに、収支構造の更なる適正化に向けて、本経営戦略を改定するものです。 

なお、本経営戦略は、下水道ビジョンを兼ねるものとします。 

 

２．計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 経費回収率 使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表した指標。100％を下回っている場

合、汚水処理にかかる費用が、使用料以外の収入により賄われていることを示します。また、使用料の水準等を表

すものでもあります。 

＜見直し＞ 

北本市公共下水道事業経営戦略 

・将来予測の見直し（策定後３年経過） 

・地方公営企業法財務規定等の適用 

公営企業の経営に当たっての留意事項について

（平成２６年８月２９日総務省通知） 

北本市公共下水道経営計画 

（平成２６年度策定） 

北本市公共下水道事業計画 

北本市公共下水道総合地震対策計画 

北本市下水道ストックマネジメント計画 

北本市下水道事業業務継続計画 

北本市都市計画マスタープラン 

北本市公共施設等総合管理計画 

北本市地域防災計画 

北本市総合振興計画 

北本市国土強靭化地域計画 
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３．計画期間 

  「経営戦略策定・改定ガイドライン」（総務省）において、中長期的な視点から経営基盤の

強化等に取り組むことができるように、計画期間は１０年以上を基本とする旨が示されてい

ることを踏まえ、計画期間は、令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。 

 

第２章 事業概要 

 

１．現況 

  （１）事業（令和６年度末時点） 

    ①供用開始年度      元荒川幹線 昭和５６年４月１日 

                 桶川幹線  平成２年４月１日 

    ②地方公営企業法の適用  平成２９年４月１日（財務規定等適用） 

    ③処理区域内人口密度   77.6 人/ha 

    ④流域下水道への接続   荒川左岸北部流域下水道へ接続 

    ⑤処理区数        １処理区（４処理分区） 

 

  （２）施設（令和６年度末時点） 

    ①汚水施設   総延長     １８８kｍ 

            中継ポンプ場    １箇所 

    ②雨水施設   総延長        ８kｍ 

            遊水地      １２箇所 
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  （３）使用料 

  現在の使用料体系は、令和６年６月に改定したものです。使用料の額は、毎使用月に

おいて、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に

100 分の 110 を乗じて計算した額としています。 

これまで、経費回収率 55％を目指して、平成２１年４月に改定を行いましたが、平成

２６年度・令和元年度の見直しは、消費税等の増税と重なったため消費税等分のみの使

用料改定となっていました。 

令和６年６月に行った使用料改定は、経費回収率 80％を目指したものでしたが、埼玉

県が運営している汚水処理場での汚水処理水量に応じて埼玉県に支払う流域下水道維

持管理負担金の単価が、令和６年度より、３８円から４６円にプラス 21.1％の増額改定

となったことなどから、令和６年度末の経費回収率は 75.15％に留まっています。 

  なお、下水道使用料徴収事務の共同処理を、桶川北本水道企業団にて、平成９年４月

１日から行っています。 

 

使用料算定基準（１月につき） 

基本料金 超過料金 

汚水排除量 金額 汚水排除量 

金額（1立方

メートルに

つき） 

8 立方メート 700 円 8 立方メートルを超え 20 立方メートルまで 115 円 

ルまで   20 立方メートルを超え 30 立方メートルまで 120 円 

    30 立方メートルを超え 40 立方メートルまで 125 円 

    40 立方メートルを超え 50 立方メートルまで 130 円 

    50 立方メートルを超え 100 立方メートルまで 140 円 

    100立方メートルを超え500立方メートルまで 150 円 

    500 立方メートルを超えるもの 160 円 

 

  （４）組織体制（令和７年４月１日時点） 

    ①職員数 ６人 

    ②事業組織体制  建設課  下水道業務担当（２名） 

下水道施設担当（４名） 

 

  （５）民間活用の状況 

    本市が有する中丸中継ポンプ場の維持管理及び運転管理を、昭和６１年４月から民間

委託にて実施しています。 

 

 

 

 

 

 

- 3 -



 

 ２．施設の現状と将来見通し 

  （１）汚水施設の整備状況 

    ①現状 

     下水道事業（汚水）は、全体計画面積 943.6ha、事業計画面積 723.9ha であり、令

和６年度末現在の整備済面積は 632.75ha です。事業計画面積に対する整備率は、

87.4％となっています。 

 

②将来見通し 

     久保特定土地区画整理事業の進捗状況を踏まえ、汚水施設の整備を進めます。 
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（２）雨水施設の整備状況 

    ①現状 

     下水道事業（雨水）は、全体計画面積 1,810.0ha、事業計画面積 505.7ha であり、

令和６年度末現在の整備済面積は 121.1ha です。事業計画面積に対する整備率は、

23.9％となっています。 

 

②将来見通し 

     近年の集中豪雨等による浸水被害の状況を踏まえ、雨水幹線の整備を進めます。 
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  （３）老朽化の状況及び改築の需要見通し 

    ①現状 

     令和６年度末現在、標準的な管きょ施設の耐用年数（５０年）を経過した汚水管   

きょはありませんが、雨水管きょについては 7.09ｋｍあります。 

     なお、令和７年１月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因すると考え

られる道路陥没事故を受け、本市独自で点検対象を定めて、本市が管理する下水道施

設（汚水管きょ）の緊急点検を令和７年２月に実施しました。点検の結果、異状は認

められませんでした。 

 

    ②将来見通し（北本市下水道ストックマネジメント計画2より） 

  ・管きょ施設について 

管路の長期的な改築需要は複数ケースのシナリオを検討しています。施設の管理

区分と各シナリオの検討方針を以下に示します。 

管きょの改築シナリオ検討方針 

シナリオ 
予防保全 事後

保全 状態監視保全 時間計画保全 

管
き
ょ 

ｼﾅﾘｵ 1 
標準耐用

年数 

対象 
施設 - 全施設 - 

検討 
方針 - 標準耐用年数 50

年で改築する。 - 

ｼﾅﾘｵ 2 
目標耐用

年数 

対象 
施設 - 全施設 - 

検討 
方針 - 

目標耐用年数 75
年(標準耐用年数
の 1.5 倍)で改築
する。 

- 

ｼﾅﾘｵ 3 
健全度の
低下した
路線を 
改築 A 

対象 
施設 

①事業計画書の第3表(管きょ調書)に示さ
れている主要な管きょ（主要な管きょ、） 
②枝線管きょ 

- - 

検討 
方針 

①ワイブル式により、「劣化なし～緊急度
Ⅱ」で検討。 
②ワイブル式により、「劣化なし～緊急度
Ⅱ」で検討。 

- - 

ｼﾅﾘｵ 4 
健全度の
低下した
路線を 
改築 B 

対象 
施設 

①事業計画書の第3表(管きょ調書)に示さ
れている主要な管きょ 
②枝線管きょ 

- - 

検討 
方針 

①ワイブル式により、「劣化なし～緊急度
Ⅲ」で検討。 
②ワイブル式により、「劣化なし～緊急度
Ⅱ」で検討。 

- - 

ｼﾅﾘｵ 5 
健全度の
低下した
路線を 
改築 C 

対象 
施設 

①事業計画書の第3表(管きょ調書)に示さ
れている主要な管きょ 
②枝線管きょ 

- - 

検討 
方針 

①ワイブル式により、「劣化なし～緊急度
Ⅲ」で検討。 
②ワイブル式により、「劣化なし～緊急度
Ⅲ」で検討。 

- - 

 
2 ストックマネジメント計画 長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、リスク評価等

による優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を

行うための計画のこと。 
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各ケースの改築需要を以下に示します。シナリオ３・４・５は初期 10 年間を平均しました。 

（１）シナリオ１ 標準耐用年数で改築 

 
管きょのシナリオ別改築需要（その１） 

 

 

（２）シナリオ２ 目標耐用年数で改築 

 

管きょのシナリオ別改築需要（その２） 

 

 

（３）シナリオ３ 健全度の低下した路線を改築 A 

 

管きょのシナリオ別改築需要（その３） 
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（４）シナリオ４ 健全度の低下した路線を改築 B 

 

管きょのシナリオ別改築需要（その４） 

 

 

（５）シナリオ５ 健全度の低下した路線を改築 C 

 

管きょのシナリオ別改築需要（その５） 
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検討シナリオによる長期的な改築を将来 100 年間検討し、改築需要をシナリオごとに整理す

ると、以下のとおりとなります。 

主要な管きょについて状態監視保全とし、年度間の事業費をならしつつ全体の事業費を抑え

た「シナリオ４ 健全度の低下した路線を改築 B」を採用しています。 

 

管きょのシナリオ別改築需要 

シナリオ 項目 1～20 年 

年平均 

21～40 年 

年平均 

41～60 年 

年平均 

61～80 年 

年平均 

81～100 年 

年平均 

全期間 

平均 

採用 

１標準 

耐用年数 

換算延長 

(km/年) 
5.928 2.895 3.146 5.546 1.342 3.771 

 
事業費 

(百万円/年) 
676 330 359 632 153 430 

２目標 

耐用年数 

換算延長 

(km/年) 
0.000 4.156 4.254 1.019 0.002 1.886 

 
事業費 

(百万円/年) 
0 474 485 116 0 215 

３健全度 

 低下 A 

換算延長 

(km/年) 
1.529 2.521 3.09 2.525 2.12 2.357 

 
事業費 

(百万円/年) 
174 287 352 288 242 269 

４健全度 

 低下 B 

換算延長 

(km/年) 
1.810 2.573 3.124 2.606 2.222 2.467 

〇 
事業費 

(百万円/年) 
206 293 356 297 253 281 

５健全度 

  低下 C 

換算延長 

(km/年) 
5.631 3.451 3.629 3.652 3.637 4  

事業費 

(百万円/年) 
642 393 414 416 415 456 
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   ・ポンプ場について 

  ポンプ場の長期的な改築需要は複数ケースのシナリオを検討しています。施設の管理区

分と各シナリオの検討方針を以下に示します。 

 

ポンプ場の改築シナリオ検討方針 

シナリオ 
予防保全 

事後保全 
状態監視保全 時間計画保全 

ポ

ン

プ

場 

ｼﾅﾘｵ 1 

標準

耐用

年数 

対象 

施設 
- 

全施設 
- 

検討 

方針 
- 

土木建築施設は 50 年、

機械電気施設は 15 年で

改築する。 

- 

ｼﾅﾘｵ 2 

目標

耐用

年数 

対象 

施設 

事業計画書の第 4 表

及び第 5 表に示され

ている施設や、それ

に準ずる主要な設

備。ただし電気設備

は除外する。 

主要な電気設備 事業計画書の第 4 表

及び第 5 表に示され

ている以外の設備。 

検討 

方針 

便宜上目標耐用年数

による改築条件を用

いる。 

 

目標耐用年数として土

木建築施設は 75 年、機

械電気施設は 23 年(標

準耐用年数の 1.5 倍)で

改築する。 

便宜上目標耐用年数

による改築条件を用

いる。 

 

各ケースの改築需要を以下に示します。 

（１）シナリオ１ 標準耐用年数で改築 

 

ポンプ場のシナリオ別改築需要 
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（２）シナリオ２ 目標耐用年数で改築 

 

ポンプ場のシナリオ別改築需要 

 

検討シナリオによる長期的な改築を将来 100 年間検討し、改築需要をシナリオごとに整理す

ると、以下のとおりとなります。 

主要な施設について状態監視保全として全体の事業費を抑えた「シナリオ２ 目標耐用年数

で改築」を採用しています。 

 

ポンプ場のシナリオ別改築需要 

シナリオ 項目 1～20 年 

年平均 

21～40 年 

年平均 

41～60 年 

年平均 

61～80 年 

年平均 

81～100 年 

年平均 

全期間 

平均 

採用 

１標準 

耐用年数 

事業費 

(百万円/

年) 

21 16 12 17 12 15  

２目標 

耐用年数 

事業費 

(百万円/

年) 

12 8 9 12 12 10 〇 

 

・管きょ及びポンプ場について 

管きょ及びポンプ場を合計した長期的な改築需要は、以下のとおりとなります。 

 

 

長期的改築需要 
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長期的改築需要 

 項目 1～20 年 

年平均 

21～40 年 

年平均 

41～60 年 

年平均 

61～80 年 

年平均 

81～100 年 

年平均 

全期間 

平均 

採

用

案 

管きょ 

(百万円/年) 
206 293 356 297 253 281 

ポンプ場 

(百万円/年) 
12 8 9 12 12 10 

事業費合計 

(百万円/年) 
218 301 365 309 265 291 

標

準

耐

用

年

数 

管きょ 

(百万円/年) 
676 330 359 632 153 430 

ポンプ場 

(百万円/年) 
21 16 12 17 12 15 

事業費合計 

(百万円/年) 
697 346 371 649 165 445 

 

コスト縮減 

効果 

(百万円/年) 

479 45 6 340 -100 154 
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  （４）耐震化の状況 

    ①現状 

     中継ポンプ場については、耐震診断結果に基づき、平成３０年度に耐震対策を実施

しました。また、管きょ施設については、耐震診断調査を行い、耐震対策を進めてい

ます。 

 

    ②将来見通し 

     管きょ施設について、まず、耐震化の優先度の高い防災拠点や避難所などの施設に

接続する管きょや、緊急輸送道路の管きょの耐震診断調査を行い、耐震対策を実施し

ます。 
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３．経営比較分析表を活用した現状分析（令和５年度決算経営比較分析表） 

総務省が公表している経営比較分析表に記載されている経営指標を用いて、本市の下水道

事業の経営状況について、現状分析しました。本経営指標は、類似団体との経営環境比較を

可能とするため、各年度の地方公営企業決算状況調査を基礎とし、集計したデータに基づき

作成したものです。 

 

 

 

 

 

 

（１）経営の健全性・効率性 

 

①経常収支比率 

 使用料収入などの収益で、維持管理費などの費用をどの程度賄えているかを表す指標で

す。当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必

要です。当該指標が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しており、経

営改善に向けた取り組みが必要となります。ただし、他会計補助金（一般会計補助金）等

によって収支を均衡させている場合は、経費回収率とあわせて分析する必要があります。 
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②累積欠損金比率 

   営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰

余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の状況を

表す指標です。 

当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す 0％であることが求められます。

累積欠損金を有している場合は、経営の健全性に課題があるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③流動比率 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 

当該指標は、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況

を示す 100％以上であることが必要となります。一般的に 100％を下回るということは、

１年以内に現金化できる資産で、１年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、

支払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 15 -



 

  ④企業債残高対事業規模比率 

   使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

 当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。従って、経年比較や

類似団体との比較等により本市の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となって

いるかを検証する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤経費回収率 

  使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標です。 

  当該指標は、使用料で回収すべき経費を、全て使用料で賄えている状況を示す 100％以

上であることが必要です。100％を下回っている場合、汚水処理にかかる費用が、使用料以

外の収入により賄われていることを示します。また、使用料の水準等を表すものでもあり

ます。 
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⑥汚水処理原価 

  有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両

方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

  当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。従って、経年比較や

類似団体との比較等により本市の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施さ

れているか分析して、適切な数値となっているかを検証する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦水洗化率 

  現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を 

表した指標です。 

  当該指標は、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％となって

いることが望ましい指標です。一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理が適

切に行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入

の確保を図るため、水洗化率向上の取り組みが必要です。 
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以上の経営の健全性・効率性についての分析は、以下のとおりです。 

①経常収支比率及び⑤経費回収率 

 経常収支比率は 100％を超え、経費回収率は 100％を下回っています。下水道使用料で回

収すべき経費を賄えておらず、一般会計からの補助金に依存する経営となっています。その

ため、経営の効率化による経費削減に努めるとともに、使用料の見直し・改定を検討する必

要があります。 

②累積欠損金比率 

 比率は 0％であり累積欠損金は発生していません。 

③流動比率 

 約 100％となり、支払能力が向上しました。なお、流動負債のうち 71.9％は翌年度償還予

定の企業債であり、償還に必要な原資の一部は一般会計からの繰入金で得ることが予定され

ています。 

④企業債残高対事業規模比率 

 全国平均及び類似団体の平均をともに下回っていますが、引き続き、計画的な投資による

適正な企業債残高の維持及び適正な使用料収入の確保に努める必要があります。 

⑥汚水処理原価 

 全国平均は下回っていますが、類似団体の平均は上回っており、不明水対策等の維持管理

費の削減に努める必要があります。 

⑦水洗化率 

 全国平均及び類似団体の平均をともに上回っており、効果的な接続指導が行えています。 

 

（２）老朽化の状況 

 

①有形固定資産減価償却率 

  有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標であ

り、資産の老朽化度合を示しています。 

  当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。従って、経年比較や

類似団体との比較等により本市の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となって

いるかを検証する必要があります。 

  一般的には、数値が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、将来

の施設の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができます。 
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②管きょ老朽化率 

  法定耐用年数を超えた管きょ延長の割合を表した指標であり、管きょの老朽化度合を示

しています。 

  当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。従って、経年比較や

類似団体との比較等により本市の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となって

いるか、耐震性や今後の更新投資の見通しを含めて、検証する必要があります。 

  一般的には、数値が高い場合は法定耐用年数を経過した管きょを多く保有しており、管

きょの改築等の必要性を推測することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③管きょ改善率 

  当該年度に更新した管きょ延長の割合を表した指標であり、管きょの更新ペースや状況

を把握できます。 

  当該指標については、明確な数値基準はないと考えられていますが、例えば数値が 2％

である場合は、全ての管きょを更新するのに５０年かかる更新ペースであることが把握で

きます。数値が低い場合、耐震性や今後の更新投資の見通しを含めて、検証する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②管きょ老朽化率(％) 

③管きょ改善率(％) 
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以上の老朽化の状況についての分析は、以下のとおりです。 

①有形固定資産減価償却率 

 全国平均及び類似団体の平均をともに下回っていますが、これは平成２９年度に企業会計

に移行した際に、資産を新たに取得したとみなして帳簿価額を決定している影響であり、法

定耐用年数を経過した雨水管きょや昭和４９年の建設から５０年近くが経過し老朽化が進

んでいる汚水管きょが存在します。 

②管きょ老朽化率 

 全国平均及び類似団体の平均をともに下回っていますが、法定耐用年数を経過した雨水管 

きょについては、改築更新に取り組む必要があります。 

③管きょ改善率 

 令和５年度に更新や改良した管きょはありません。一部の雨水管きょを除き、法定耐用年

数に達した管きょはありません。 

 

（３）全体総括 

 

経営の健全性・効率性については、単年度の収支は黒字であり、累積欠損金も発生してい

ませんが、汚水処理費が使用料収入だけで賄えておらず、一般会計繰入金に依存する経営と

なっています。 

 老朽化の状況については、現在、法定耐用年数に達した管きょはほとんどありませんが、

昭和４９年の建設から５０年を超える汚水管きょが、令和６年度より年々増加します。 

 今後、人口減少による使用料収入の減少や管きょの老朽化による更新費用の増加など、経

営環境がより厳しいものとなることが予想されるため、経営戦略に基づき、経営の健全化、

効率化を図ることが必要です。 
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４．経営状況の将来見通し 

現在の使用料体系を前提とした場合、経営の健全性を示す経常収支比率は 100％以上と

なる一方で、経費回収率は 100％を下回る見込みです。これは、下水道使用料で回収すべ

き経費を賄えず、一般会計からの補助金に依存する経営となっているためです。 

今後、保有する施設の老朽化による維持管理や更新事業に多額の費用が必要になるとと

もに、人口減少に伴う有収水量の減少による下水道使用料収入の減少が見込まれる中で、

一般会計からの補助金に依存する状況は、受益者負担の観点から望ましいものではありま

せん。経営の効率化による経費削減に努めるとともに、使用料の見直し・改定を検討する

必要があります。  

（単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
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 ５．効率化・健全化の取組状況 

  （１）広域化・共同化 

    広域化の取組として、供用開始した昭和５６年４月から埼玉県の荒川左岸北部流域下

水道へ接続しています。荒川左岸北部流域下水道は、熊谷市、行田市、鴻巣市、桶川市

及び北本市の公共下水道をつないで下水を集め、元荒川水循環センターという終末処理

場でまとめて処理する下水道です。荒川左岸北部流域下水道は、埼玉県が建設し管理し

ていますので、５市が埼玉県に対して、流域下水道建設負担金及び維持管理負担金を支

払っています。 

また、共同化の取組として、平成９年４月から桶川北本水道企業団（水道事業を実施

する一部事務組合）にて、桶川市及び北本市の下水道使用料徴収事務の共同処理を行っ

ています。桶川北本水道企業団が水道料金とともに下水道使用料の徴収等を行いますの

で、２市は桶川北本水道企業団に対して、下水道使用料徴収事務負担金を支払っていま

す。 

 

（２）建設コストの削減 

  昨今、建設資材等の価格が上昇していますが、管路施設基準の見直しや、施工材料の

見直しをすることで、投資の合理化を行い、コストの削減を図っています。 

   

  （３）経営の見える化 

    平成２９年４月１日から地方公営企業法の財務規定等を適用したことにより、経営成

績（損益計算書）や財政状態（貸借対照表）などの経営状況を正確に把握することが可

能となっています。なお、下水道事業の概況及び経理の状況等について、年２回、ホー

ムページにて業務状況説明書を公表するとともに、毎年度の決算書において、下水道事

業報告書等により経営状況等を説明しています。 

 

  （４）資金調達 

    資金の調達について、長期資金の安全かつ有利な方法での調達を検討し、地方公共団

体金融機構や金融機関等から企業債の借入れを行っています。 
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第３章 経営の基本方針 

  基本方針を「快適な暮らしを支える安全で安定した下水道」と定め、以下の項目を実施し

ます。 

 

 １．下水道の機能の確保 

（１）施設の適正な管理 

  下水道施設は市民生活に重要なものであり、その機能の確保のためには日々、施設の

維持管理を行っていくことが重要です。供用開始から４４年経過することから、これま

で以上に、下水道施設全体の計画的な維持管理を行う必要があるため、北本市下水道ス

トックマネジメント計画に基づき、リスク評価等を踏まえ、点検・調査及び対策の優先

順位付けを行うとともに、下水道の機能の確保のために適正な管理を行っていきます。 

 

  （２）計画的な改築・更新 

施設の適正な管理により予防保全型3の施設管理を行っていくためには、計画的に改

築・更新事業を行う必要があります。北本市下水道ストックマネジメント計画に基づき、

計画的な事業の実施に合わせて経費の削減、平準化を図ります。 

 

２．災害に強い下水道の整備 

（１）施設の耐震化 

  地震災害の発生に備え、下水道施設の被害を最小限に抑えるとともに、迅速な復旧を

可能にするため、既設管等の事前調査などにより改修等を実施し、下水道施設の安全化

を推進する必要があります。北本市公共下水道総合地震対策計画に基づき、施設の耐震

化を進めることで、減災・事前防災の推進を図ります。 

 

（２）浸水対策 

  近年の局地的な集中豪雨や、市街化による地下への浸透水の減少等による浸水被害の

早期解消と軽減のため、雨水幹線の整備に加えて、宅地内での雨水流出抑制対策を講じ

ます。 

 

（３）災害時の対応 

  北本市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）に基づき、災害時も継続したサービ

スの提供に取り組みます。また、危機管理、情報管理等のリスク管理のための体制整備、

事故や災害などの緊急事態が発生した場合に、職員や委託業者が的確に対応できる体制

の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 
3 予防保全型 損傷や劣化が進行する前に、適切な対策を行うこと。 
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３．事業運営の健全化・効率化 

（１）経営の健全化 

  地方公営企業の経営の基本原則にあるように、常に企業の経済性を発揮するとともに、

公共の福祉の増進のために、最小の費用で効果を上げるために経営の健全化に取り組み

ます。また、安定した事業経営の実現のために、各計画の進捗管理と定期的な見直しに

取り組みます。 

 

（２）事業の集中と効率化 

  限られた財源を有効に活用するために、緊急性、必要性の高い事業を見極め、効率的

かつ適正な事業執行に取り組みます。 

 

（３）下水道の普及促進 

  下水道は、先行的に施設の整備を行い、この施設を使用してもらうことで使用料を徴

収し、この使用料により施設の維持管理等を行っています。供用開始エリア内での未水

洗化は、使用者に対する負担の公平性だけでなく、経営の健全性確保の観点からも、下

水道への切替えを進める必要があるため、普及促進に取り組みます。 

 

（４）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

  ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）は、「デジタル」と「変革」を意味するト

ランスフォーメーションの造語です。デジタル化は事業の効率化が目的ですが、ＤＸは

デジタルを手段として、デジタル時代に合うように既存の組織や事業・サービスを変革

することが目的です。 

  本市は、固定資産台帳システムや、ＧＩＳ（地理情報システム）を活用した下水道台

帳システムにより、下水道情報を電子化していますが、これらの蓄積したデータを、効

率的な下水道施設の維持管理や老朽化対策に活用します。また、マンホールポンプの水

位確認について、遠隔監視によるメール通知を導入していますが、今後増設されるマン

ホールポンプの水位確認についても、遠隔監視によるメール通知を導入することで、維

持管理の省力化を図ります。 

  収入・支出・振替伝票の起票や資金・財務情報等を管理する企業会計システムについ

ては、セキュリティが担保されたクラウドを活用したシステムへの移行を検討すること

で、システムの維持管理を合理化及び省力化するとともに、電子決裁機能の導入を検討

します。 

 

（５）ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）の推進 

  ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）は、「グリーン」と「変革」を意味するト

ランスフォーメーションの造語です。化石エネルギー中心の産業・社会構造を、グリー

ン（自然に配慮したもの）なエネルギー中心の構造に転換していき、脱炭素社会を目指

す取り組みを通じて経済社会システム全体の改革に取り組むことです。 

  公用車については、低炭素車の導入を検討します。また、企業会計システムについて

は、クラウドを活用することで、庁内に設置されたサーバーの運用に要している電気量

を削減します。 
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（６）官民連携の拡充（ウォーターＰＰＰ） 

  ＰＰＰとは、官と民が連携して公共サービスの提供を行う事業の枠組みのことです。

本市の下水道事業では、経営の効率化と合理化を図るため、中丸中継ポンプ場やマンホ

ールポンプの維持管理において民間委託を導入していますが、国では、高度で新しい官

民連携の手法として「ウォーターＰＰＰ」の導入を推進しています。 

  本市の下水道事業は、技術職員の減少等により、事業の執行体制の脆弱化が大きな課

題となっています。こうした脆弱な執行体制を補完し、将来にわたり下水道サービスを

安定的に供給するためには、民間事業者の活力と創意工夫を活用した官民連携の導入の

検討が必要な状況となっていることから、本市の課題解決に最適な「ウォーターＰＰＰ」

の方式と導入の可能性を調査します。 

 

４．経営基盤の強化 

（１）経費の負担の原則4に基づく適正な使用料徴収 

一般会計からの補助金による補填がないと下水道事業を運営することができず、この

一般会計からの補助金により収支均衡を図っている現状です。近年の本市の財政状況か

らも、一般会計からの補助金を削減することは急務となっています。 

また、地方公営企業の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ能率的な経営

の下における適正な原価を基礎とすることから、投資の効率化、維持管理費の削減、公

共下水道への接続件数の向上に努めるとともに、北本市下水道事業審議会を開いた上で、

概ね４年ごとに使用料の見直し・改定の検討も行い、適正な使用料体系による収入確保

に取り組みます。 

 

（２）適正な資金調達及び管理 

  事業を実施するにあたって、国の補助金や企業債などの財源を有効活用した資金調達

に取り組みます。特に企業債については、経営基盤の安定化に向けて、経営状況を分析

しながら、借入と償還のバランスを考慮した資金調達を目指します。 

また、現金預金の残高の推移等に注視するなどして、適正な資金管理を行います。 

 

５．人材の育成 

（１）財政マネジメント力の向上 

  地方公営企業法の適用により、経営成績や財政状態など自らの経営状況の的確な把握 

が可能になったことにより、さらに高い経営意識と、より広い視野を持つことが必要と

されます。職員一人ひとりの意識改革を進め、企業意識の徹底を図るとともに、熊谷市、

行田市、鴻巣市、桶川市及び北本市をもって組織する荒川左岸北部流域下水道事業推進

協議会が実施する経営に関する研修会等も活用して広い視野を持った経営意識の高い

人材の育成を行うことで、財政マネジメント力の向上を図ります。 

   

 

 
4 経費の負担の原則 性質上地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費等は一般会計が

負担し、これらの経費を除いた地方公営企業の経費は当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければな

らないという原則（地方公営企業法第１７条の２）。 
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（２）技術力の維持・向上 

  施設の長寿命化と日常の施設の適切な維持管理のために、人事担当部署との連携によ

る技術職員の確保と育成を行うことで、技術力の維持・向上を図ります。 

 

６．経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 

   本市の下水道事業の現状分析等の結果を踏まえて、経費回収率の向上に向けたロード 

マップを以下に示します。 

   第２章の４．経営状況の将来見通しについては、現在の使用料体系を前提として推計し

ており、経費回収率が 100％を下回る状況が続く見通しです。この収入の不足分を一般会

計からの補助金により補填していくことは、受益者負担の観点から望ましくないため、 

経費回収率の向上に向けて、経費の削減等に取り組むとともに、以下のとおり、令和１１

年度までに 90％、令和１６年度までに 100％の経費回収率を達成できる下水道使用料の改

定を目指します。 

 

 

 

 

 

 

区　分 年　度 経費回収率

現状値 令和６年度 75.15％

中間年度目標値 令和１１年度 90％

最終年度目標値 令和１６年度 100％
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(A) 569,040 559,845 559,257 559,451
540,016 536,594 535,586 534,577

(B)
105 123 559 123

(28,919) (23,128) (23,112) (24,751)
497,085 503,811 520,827 498,160
308,094 315,269 332,517 309,855
66,577 65,360 58,517 58,855

235,517 243,909 260,000 245,000
6,000 6,000 14,000 6,000

188,458 187,950 187,715 187,704
533 592 595 601

(C) 1,066,125 1,063,656 1,080,084 1,057,611

1,004,461 1,010,511 1,021,896 992,146
45,221 40,784 42,622 44,460
24,810 21,770 22,909 24,048

20,411 19,014 19,713 20,412
（２）経費 460,431 472,782 479,994 444,869

2,396 2,613 2,667 2,722
25,638 25,729 27,238 27,295
1,667 1,500 1,530 1,561

332,668 326,015 319,495 313,105
98,062 116,925 129,064 100,186

498,509 496,385 499,280 502,817
300 560

52,418 51,778 56,450 63,683
雨 1,767 1,654 1,634 3,272
汚 40,875 40,977 46,101 52,243

9,776 9,147 8,715 8,168
（D）1,056,879 1,062,289 1,078,346 1,055,829

(C)-(D) (E) 9,246 1,367 1,738 1,782
(F) 2 2 2 2
(G) 1,874 291 300 300

(F)-(G) (H) △ 1,872 △ 289 △ 298 △ 298
7,374 1,078 1,440 1,484

(I)

第４章　投資・財政計画

　１．収支計画
　　（１）収益的収支

　　　　　　　　　　　　　　年度

区分

令和7年度
(当初予算)

令和8年度 令和9年度 令和10年度

収
益
的
収
支

収
益
的
収
入

１．営業収益
（１）使用料収入
（２）受託工事収益

（３）その他
　　 　(　)雨水処理負担金外書き

２．営業外収益
（１）負担金・補助金

他会計負担金
他会計補助金

（３）減価償却費

国補助金
（２）長期前受金戻入
（３）その他

収益的収入計
１．営業費用
（１）職員給与費

基本給
退職給付費
その他

動力費
修繕費
材料費
維持管理負担金
その他

（４）資産減耗費
２．営業外費用

（１）支払利息

（２）その他
収益的支出計

経常損益

収
益
的
支
出

特別利益
特別損失
特別損益
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)
繰越利益剰余金又は累積欠損金
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（単位：千円）

560,051 557,008 553,910 548,323 543,273 539,122
533,569 528,457 523,926 516,532 510,570 504,608

123 123 123 559 123 123
(26,359) (28,428) (29,861) (31,232) (32,580) (34,391)
536,474 544,160 550,416 567,241 554,108 584,693
348,877 358,784 366,713 386,461 380,118 418,425
63,977 64,384 64,813 64,961 65,218 69,825

278,900 288,400 295,900 315,500 308,900 342,600
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

186,991 184,764 183,086 180,156 173,360 165,632
606 612 617 624 630 636

1,096,525 1,101,168 1,104,326 1,115,564 1,097,381 1,123,815

1,022,064 1,018,342 1,013,835 1,019,130 995,001 1,014,967

46,298 48,136 49,974 51,812 53,650 55,488
25,187 26,326 27,465 28,604 29,743 30,882

21,111 21,810 22,509 23,208 23,907 24,606
470,638 464,377 458,083 463,700 446,143 472,837

2,777 2,834 2,891 2,950 3,010 3,070
27,352 27,410 27,469 27,530 27,592 27,655
1,593 1,626 1,659 1,692 1,727 1,761

338,779 332,003 325,363 318,856 312,479 338,102
100,137 100,504 100,701 112,672 101,335 102,249
505,128 505,829 505,778 503,618 495,208 486,642

72,700 81,100 88,769 94,684 100,661 107,124
4,881 6,950 8,383 9,754 11,101 12,912

59,040 65,146 71,212 75,618 80,102 84,171
8,779 9,004 9,174 9,312 9,458 10,041

1,094,764 1,099,442 1,102,604 1,113,814 1,095,662 1,122,091

1,761 1,726 1,722 1,750 1,719 1,724
2 2 2 2 2 2

300 300 300 300 300 300
△ 298 △ 298 △ 298 △ 298 △ 298 △ 298
1,463 1,428 1,424 1,452 1,421 1,426

令和16年度令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度
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１．企業債 278,100 316,700 403,300 431,400
うち資本費平準化債

２．他会計出資金
３．他会計補助金
４．他会計負担金 25,631 23,584 20,140 20,022
５．他会計借入金
６．国補助金 28,000 32,000 33,000 45,000
７．固定資産売却代金
８．工事負担金 651 489 15,648 15,600
９．その他 167 167 167 167

(A) 332,549 372,940 472,255 512,189

(B)

(C) 332,549 372,940 472,255 512,189

１．建設改良費 349,274 385,254 477,179 522,644
うち職員給与費 20,458 20,900 21,342 21,784

２．企業債償還金 311,882 277,917 276,847 261,029
３．他会計長期借入返還金
４．他会計への支出金
５．その他 667 667 667 667

(D) 661,823 663,838 754,693 784,340

(E) 329,274 290,898 282,438 272,151

24,493 27,735 35,094 38,108
２．引継金
３．損益勘定留保資金 201,612 177,454 247,344 234,043
４．その他 103,169 85,709

(F) 329,274 290,898 282,438 272,151

(G)
(H) 3,154,276 3,193,059 3,319,512 3,489,883

○他会計繰入金

収益的収支分 331,013 332,397 341,629 328,606
うち基準内繰入金 95,496 88,488 81,629 83,606
うち基準外繰入金 235,517 243,909 260,000 245,000

資本的収支分 25,631 23,584 20,140 20,022
うち基準内繰入金 25,631 23,584 20,140 20,022
うち基準外繰入金

356,644 355,981 361,769 348,628

　　（２）資本的収支

　　　　　　　　　　　　　　年度

区分

令和7年度
(当初予算)

令和8年度 令和9年度 令和10年度

他会計借入金残高

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入

計

(A)のうち翌年度へ繰り越
される支出の財源充当額

純計　　　(A)-(B)

資
本
的
支
出

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額　　 　　　(D)-(C)

補
填
財
源

１．消費税及び地方消費税資本的収支調整額

計
補填財源不足額　　　　　(E)-(F)

企業債残高

　　　　　　　　　　　　　　年度

区分

令和7年度
(当初予算)

令和8年度 令和9年度 令和10年度

合計
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（単位：千円）

428,400 416,400 358,400 366,900 378,900 366,900

21,251 22,361 22,863 23,078 23,696 24,412

36,000 40,000 36,000 40,000 36,000 40,000

15,600 15,600 15,600 15,100 15,100 15,100
167 167 167 167 167 167

501,418 494,528 433,030 445,245 453,863 446,579

501,418 494,528 433,030 445,245 453,863 446,579

511,109 498,574 437,039 449,504 462,969 455,434
22,226 22,668 23,110 23,552 23,994 24,436

259,391 251,561 249,314 248,137 247,675 255,775

667 667 667 667 667 667
771,167 750,802 687,020 698,308 711,311 711,876

269,749 256,274 253,990 253,063 257,448 265,297

37,725 36,077 30,760 31,512 33,002 31,845

232,024 220,197 223,230 221,551 224,446 233,452

269,749 256,274 253,990 253,063 257,448 265,297

3,658,892 3,823,731 3,932,817 4,051,580 4,182,805 4,293,930

（単位：千円）

369,236 381,212 390,574 411,693 406,698 446,816
90,336 92,812 94,674 96,193 97,798 104,216

278,900 288,400 295,900 315,500 308,900 342,600
21,251 22,361 22,863 23,078 23,696 24,412
21,251 22,361 22,863 23,078 23,696 24,412

390,487 403,573 413,437 434,771 430,394 471,228

令和16年度令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

令和15年度 令和16年度令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度
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供用開始年月日 S56 年 4 月 1 日

処理区域内人口 49,031人

計算期間 自R7年4月 至R11年3月

（4年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

541,217 536,693 536,693

541,217 536,693 0 536,693

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

3,232 4,642 4,642

諸 手 当 2,124 3,274 3,274

福 利 費 1,015 1,461 1,461

9,817 29,571 8,502 21,069

1,410 1,565 834 731

0

15,257 16,979 12,478 4,501

577 784 97 687

33,432 58,276 21,911 36,365

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

1,285 2,600 2,600

900 2,542 2,542

0

0

4,596 5,369 5,369

57 0

6,838 10,511 0 10,511

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 8,585 16,685 2,131 14,554

諸 手 当 7,244 11,545 1,554 9,991

福 利 費 3,379 5,668 639 5,029

265,897 322,821 42,195 280,626

4,116 9,125 9,125

50,357 50,311 2,296 48,015

339,578 416,155 48,815 367,340

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

（３） 原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

そ の 他

委 託 料

人
件
費

動 力 費

人
件
費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

一
 
般
 
管
 
理
 
費

薬 品 費

小 計

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

小 計

処
理
場
費
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　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

33,268 47,131 6,340 40,791

307,029 499,248 190,378 308,870

20 215 215

340,317 546,594 196,718 349,876

720,165 1,031,536 267,444 764,092

764,092

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 70.24
＜使用料水準についての説明＞

減 価 償 却 費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の使用料算定期間内における平均値を記載。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大する
ことが見込まれる場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続して
いくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算
定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公
益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、使用料算定に適切に反
映すべき費用を記載。

R7～R10年度を使用料算定期間とした場合、使用料対象経費を使用料で賄えるのは、70％程度と見込まれ
ます。
現在の使用料体系では、下水道使用料で回収すべき経費を賄えず、一般会計からの補助金に依存する経
営となります。
一般会計からの補助金に依存する状況は、受益者負担の観点から望ましいものではないため、経営の効
率化による経費削減に努めるとともに、使用料の見直し・改定を検討する必要があります。
なお、資産維持費については、国や公益社団法人日本下水道協会において、算出方法等の検討がなされ
ているところであるため、当該検討を経て算出方法等が示された後に算出するものとします。

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使用料対象経費（Y）＋（Z）

企 業 債 取 扱 諸 費 等

資
本
費

支 払 利 息
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 ２．投資について 

  （１）目標 

荒川左岸北部流域関連北本公共下水道事業計画に基づき、事業計画区域の汚水管きょ

の新規整備を進めるとともに、整備済の地域における下水道への切替えの促進に努め、

水洗化率5の向上を目指します。また、下水道施設の耐震化対策及び老朽化対策を計画的に

実施します。さらに、近年の集中豪雨等による浸水被害の状況を踏まえ、雨水幹線の整備

を進めます。 

当面の具体的な目標は、第六次北本市総合振興計画前期基本計画の目標値とします。 

 

                    令和６年度末       目標値 

    ・公共下水道整備率（汚水）     87.8％         89.0％ 

    ・水洗化率             99.3％         99.5％ 

    ・マンホール耐震化数         38 基           72 基 

    ・勝林雨水３号幹線の整備延長     202ｍ                  382ｍ 

    ・床上、床下浸水戸数        0 戸／年         0 戸／年 

          

  （２）整備・更新について 

    ①整備事業 

     荒川左岸北部流域関連北本公共下水道事業計画に基づき、事業計画区域の公共下水

道の整備を進めます。 

 

    計画期間の主な内容 

     ・公共下水道整備（汚水）      事業費 1,770 百万円 

・公共下水道整備（雨水）      事業費   692 百万円 

      

    ②更新事業 

     下水道施設の定期的な点検・調査により、健全な機能を維持し、延命化を図るため

に下水道施設の更新・改築等を計画的に行います。 

 

     計画期間の主な内容 

     ・公共下水道改築          事業費  144 百万円 

     ・中丸中継ポンプ場設備改築（汚水） 事業費   91 百万円 

 

 

 

 

 

 

 
5 水洗化率 処理区域内人口に対する水洗化人口の割合。水洗化人口とは、処理区域内で実際に公共下水道に接続

し、下水道を使用している人口のこと。 
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 ３．財源について 

  （１）算出方法について 

    ①下水道使用料 

     計画水洗化人口6に、事業計画に示す家庭汚水量原単位7を乗じて年間有収水量8を算

出し、これに令和６年度の有収水量に対する使用料調定額の比率を乗じた額を計上し

ました。 

    ②雨水処理負担金 

     総務省から示される「地方公営企業繰出金について」の基準に基づき、一般会計が

負担する雨水処理に必要な経費を算出して計上しました。 

③他会計負担金（一般会計負担金） 

     総務省から示される「地方公営企業繰出金について」の基準に基づき、基準内繰入

金の対象となる経費を算出して計上しました。 

    ④国補助金 

     今後も同程度の支援が継続されると想定し、現在の交付要綱に基づき、事業費に対

する交付額を計上しました。 

⑤企業債 

     地方財政法第５条の３第１０項による地方債同意等基準に基づき、事業費に対する

必要額を算出して計上しました。 

    ⑥工事負担金（受益者負担金） 

     汚水管きょの新規整備面積に各整備区域の受益者負担金の単価を乗じて算出した

賦課徴収額を計上しました。 

     

  （２）財源の確保 

    他会計補助金（一般会計補助金）を受けていますが、これは収入の不足分を補填する

ための財源となっています。経費回収率が 100％を下回っており、下水道使用料で回収

すべき経費を賄えていない状況です。収支計画上は、収入の不足額を他会計補助金（一

般会計補助金）により補填することで、収支の均衡を図っていますが、今後は適正な使

用料収入の確保のために、使用料の見直し・改定の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 計画水洗化人口 第六次北本市総合振興計画前期基本計画の将来人口推計値をもとに、新規整備により公共下水

道に接続すると見込まれる人口を加算して算出した、水洗化人口の計画値。 
7 家庭汚水量原単位 生活汚水量に営業汚水量を含めた、１人１日あたりの計画汚水量。 
8 年間有収水量 使用料の徴収対象となる１年間の水量。上水道等の使用水量のこと。 
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  （３）下水道使用料改定による財源試算 

 第３章の６.経費回収率の向上に向けたロードマップに基づき、使用料を改定すると

仮定した場合、使用料収入がどれだけ増加するかの財源試算を以下に示します。 

    なお、この財源試算は仮定に基づくシミュレーションであり、実際に使用料の改定を

行う実施時期や内容等については、北本市下水道事業審議会を開いた上で、社会経済情

勢等を考慮しながら、慎重に判断していきます。 

よって、本経営戦略をもって、使用料の改定を行うこと及びその実施時期や内容等に

ついて決定するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定後使用料の算出方法について 

収支計画をもとに算出した汚水処理原価9に、目標年度の経費回収率を乗じて使用料

単価10を算出し、この単価に収支計画で想定した年間有収水量を乗じて算出。 

 

 ４．各種対策と経費について 

  （１）災害対策について 

①下水道施設の耐震化 

     北本市公共下水道総合地震対策計画に基づき、点検・調査や修繕により下水道施設

の機能確保に必要な耐震化対策を実施します。 

 

     計画期間の主な内容 

     ・公共下水道耐震化         事業費  196 百万円 

 

    ②浸水対策 

     近年の浸水被害の状況を踏まえ、雨水幹線の整備を進めます。 

 

     計画期間の主な内容 

     ・公共下水道整備（雨水）      事業費  692 百万円 

    

 

 

 

 
9 汚水処理原価 下水道使用料から回収すべき有収水量１㎥あたりの汚水処理費用。 
10 使用料単価 有収水量１㎥あたりの下水道使用料収入。 

(単位：千円)

区　分 中間年度目標値 最終年度目標値

年　度 令和11年度 令和16年度

経費回収率 90% 100%

改定前使用料 533,569 504,608

改定後使用料 720,474 816,678

改定による増加分 186,905 312,070
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  （２）経費削減対策について 

    ①不明水対策 

     不明水は、使用料の徴収対象にならない処理水（雨水浸入水等）であり、経営の圧

迫につながるだけでなく、処理施設への負荷などが懸念されます。令和６年度におけ

る本市の有収率11は、71.28％と県内団体平均 88.7％（令和５年度決算値単純平均の

参考値）と比較しても低位であり、不明水に対する処理費用を多く負担している状況

にあります。 

汚水管きょ等の老朽化を改善することや止水工事等による汚水管きょ等の補修を

実施することが、不明水の削減につながると考え、北本市下水道ストックマネジメン

ト計画に基づき、下水道施設の改築等を実施します。 

 

     計画期間の主な事業内容 

・公共下水道改築          事業費 144 百万円 

     

    ②その他の経費削減対策 

     すでに実施している埼玉県の荒川左岸北部流域下水道への接続による汚水処理の

広域化や、桶川北本水道企業団による桶川市及び北本市の下水道使用料徴収事務の共

同化などの取組により、経費を削減しているところですが、さらなる経費削減のため

に、民間事業者の活力と創意工夫を活用した官民連携の導入を検討し、本市の下水道

事業に最適な「ウォーターＰＰＰ」の方式と導入の可能性を調査します。 

 

  （３）算出方法について 

    ①動力費・修繕費・材料費 

     過去の実績及び物価上昇率政府目標値の 2％上昇を踏まえて計上しました。 

    ②維持管理負担金 

     汚水処理水量に単価を乗じて算出された負担金を、荒川左岸北部流域下水道を管理

している埼玉県に対して支払うものです。当該単価は、収支見通し等を勘案した上で、

５年ごとに見直されます。 

計画水洗化人口から算出した年間有収水量と計画地下水量12をもとに年間汚水処理

水量を算出し、これに負担金単価を乗じたうえで、過去の実績及び物価上昇率政府目

標値の 2％上昇を踏まえて計上しました。 

    ③企業団事務費負担金 

     下水道使用料の調定件数に単価を乗じて算出された負担金を、下水道使用料徴収事

務を行っている桶川北本水道企業団に対して支払うものです。当該単価は、徴収事務

経費の決算額をもとに算出され、毎年度見直されます。 

計画水洗化人口を１世帯あたり人口で除して世帯数を算出し、これを下水道使用調

定件数として負担金単価を乗じて算出した額を計上しました。なお、当該単価は、物

価上昇率政府目標値の 2％上昇を踏まえて算出しました。 

 
11 有収率 下水道で処理した汚水量に対する有収水量の割合。 
12 計画地下水量 地下水量原単位をもとに算出した、汚水管きょやマンホール等から浸入すると見込まれる地下

水量。 
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    ④人件費 

     令和７年度当初予算で想定した予算額及び想定した職員に対する昇給増額を毎年

度反映させて算出した額を計上しました。 

    ⑤企業債償還金・支払利息 

     各年度の借入額に対し、事業に応じて借り入れ条件（３月１日借入、年利 3.0％、

元金均等返済、３０年償還（据置なし）または２０年償還（据置なし））を設定して算

出した額を計上しました。 

 

 ５．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組について 

   投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や検討予定の取組の概要については、以下

のとおりです。 

（１）下水道使用料の見直し・改定 

平成１６年度から５年に１度、定期的な使用料の見直し・改定を行ってきましたが、

平成２６年度・令和元年度の見直し・改定は消費税等の増税の時期と重なり、使用者

の負担増を考慮して実質的な改定は見送られました。 

しかし、地方財政法や地方公営企業法では、下水道事業の経営に要する経費はその

経営に伴う収入をもって充てなければならないとされていることから、北本市下水道

事業審議会を開き、「安定した収入源としての下水道使用料の引き上げが必要である

とともに、まずは市民生活に与える影響に配慮して目標の経費回収率を約 80％とする

答申」に基づき、令和６年６月に行った使用料改定を行いました。 

令和６年６月に行った使用料改定は、経費回収率 80％を目指したものでしたが、埼

玉県が運営している汚水処理場での汚水処理水量に応じて埼玉県に支払う流域下水

道維持管理負担金の単価が、令和６年度より、３８円から４６円にプラス 21.1％の増

額改定となったことなどから、令和６年度末の経費回収率は 75.15％に留まっており、

収入の不足分を他会計補助金（一般会計補助金）で補填している状況が続いています。 

下水道事業経営の独立採算と受益者負担の観点からも、使用料の見直し・改定を行

い、適正な使用料徴収を目指します。 

 

（２）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

   本市は、固定資産台帳システムや、ＧＩＳ（地理情報システム）を活用した下水道台

帳システムにより、下水道情報を電子化していますが、これらの蓄積したデータを、効

率的な下水道施設の維持管理や老朽化対策のために有効に活用できる方法を検討しま

す。また、今後増設されるマンホールポンプの水位確認について、遠隔監視によるメー

ル通知を導入することで、維持管理の省力化が図れるよう検討します。 

   

（３）ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）の推進 

   公用車については、低炭素車の導入を検討します。 
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（４）官民連携の拡充（ウォーターＰＰＰ） 

   技術職員の減少等による脆弱な執行体制を補完し、将来にわたり下水道サービスを

安定的に供給するためには、民間事業者の活力と創意工夫を活用した官民連携の導入

の検討が必要な状況となっていることから、本市の課題解決に最適な「ウォーターＰ

ＰＰ」の方式と導入の可能性を調査します。 

 

（５）上下水道一体での地震対策 

   令和６年能登半島地震においては、耐震化していた施設では概ね機能が確保できて

いたものの、耐震化未実施であった基幹施設等で被害が生じたことで広範囲での断水

や下水道管内の滞水が発生するとともに、復旧が長期化しました。 

   国土交通省では、今後災害に強く持続可能な上下水道システムの構築を目指し、上

下水道の地震対策を強化・加速化する方針を掲げています。 

   本市では、北本市公共下水道総合地震対策計画に基づき、国の補助金を活用しなが

ら、施設の耐震化を進めているところではありますが、桶川北本水道企業団と連携し、

対策が必要な避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、耐震化を進め

ていきます。 
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第５章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

 本経営戦略は、令和１６年度までの１０年間の計画となっていますが、社会経済情勢の変化

が激しい昨今においては、下水道事業を取り巻く環境も大きく変化していくことが想定されま

す。 

そこで、変化していく社会経済情勢を踏まえながら、収支構造の更なる適正化に向けて、本

経営戦略に掲げた取組等を実施するため、少なくとも５年に１回の頻度で、計画に対する進捗

状況の確認を行うとともに、投資・財政計画（収支計画）と実績とのかい離及びその原因等の

分析・検証並びに将来予測等の見直しを通じて、経営戦略を改定します（次の改定時期の目安

は令和１２年２月）。 
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